
（平成２２年３月10日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認熊本地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



熊本国民年金 事案 522 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年５月から４年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年５月から４年３月まで 

    自分が経営している会社を社会保険に加入させるために、平成５年６月

に社会保険事務所（当時）に出向いた際、事務所職員から、夫婦二人の過

去２年分の国民年金保険料の未納分を納付しないと、社会保険に加入でき

ないと言われ、後日夫婦二人分の未納保険料２年分を一括納付した。当時

の確定申告書があるので、納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、夫婦二人の２年分の未納国民年金保険料を納付することが、経

営する会社を社会保険に加入させるための条件との説明を受け、平成５年６

月ごろに社会保険事務所へ出向き、２年分の未納保険料を納付し、同時に会

社の社会保険加入のための手続を行ったと主張しているところ、申立人は、

当時の確定申告書を所持しており、社会保険事務所では過年度納付すること

は可能である上、申立人の会社は５年７月から健康保険・厚生年金保険適用

事業所となっていることから、申立人の記憶は具体的であり、申立内容に不

自然さは見られない。 

   また、申立人の所持する預金通帳に記載されている出入金記録により、平

成５年６月 21 日に申立期間及び申立期間直後の４年４月から５年３月までの

期間の夫婦二人分の国民年金保険料の合計額とほぼ同額の金額が、引き出さ

れていることが確認できることから、申立人は、同日に申立期間及び４年４

月から５年３月までの期間の保険料を一括して納付したものと考えられる。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



熊本国民年金 事案 523 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年３月まで 

    申立期間当時、国民年金保険料は自治会長が集金していた。 

    申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、３か月と短期間である上、申立人は、国民年金加入期間につ

いて、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の保険

料の納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済みとなっており、申

立期間の前後を通じて申立人の住所に変更は無く、生活状況に大きな変化は

無かったとしていることから、保険料の納付が困難であったとは考え難く、

申立期間のみが未納とされているのは不自然である。 

   さらに、申立期間直前の昭和 52年 10 月から同年 12月までの期間は、申立

人が所持していた昭和 52 年度の「国民年金保険料納付組合預りカード」の記

録により平成 21 年２月に納付済みとして記録が追加されている上、Ａ市の国

民年金被保険者名簿においては、昭和 52年 10月から 53年３月までの期間が、

当初、納付済みとされていたにもかかわらず後から未納と訂正されているな

ど、行政機関の記録管理に不適切な取扱いがあった可能性がうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



熊本国民年金 事案 524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 42年３月まで 

    国民年金には父親が加入手続をして、国民年金手帳記号番号は夫婦連番

で払い出された。申立期間については、妻が夫婦の申請免除期間の保険料

を追納したことを記憶している。昭和 37 年度から 41 年度までの５年間を

それぞれ 10 年後の昭和 47 年から５年にわたり夫婦２人分の保険料を追納

した。 

    申立期間が免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であり、申立人は、国民年金加入期間に

ついて、申立期間を含めて未納は無く、申立人の国民年金制度に対する関心

及び国民年金保険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

   また、申立人の国民年金保険料を夫婦一緒に納付したとする申立人の妻は、

昭和 37 年度から 40 年度までの保険料の免除期間について、昭和 47 年から

50 年まで毎年、夫婦２人分の保険料を同一日に追納していることが確認でき

るなど夫婦一緒に保険料を納付していたことが認められ、引き続く 41 年度の

妻の免除期間においても 51 年に保険料を追納していることが確認できること

から、申立人の申立期間についても申立人の妻が一緒に保険料を追納した可

能性が高いものと考えられる。 

   さらに、申立人は、申立期間の保険料を追納したとする昭和 51 年前後を通

じて、仕事や生活状況に大きな変化は無かったとしており、申立期間の国民

年金保険料を追納することに経済的に困難な事情はなかったと考えられ、申

立期間のみが免除のままとされていることは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を追納していたものと認められる。 



熊本厚生年金 事案 331 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 28 年７月１日に、資格喪失日に係る記録を同年９月 11 日と

し、また、Ｃ社（現在はＤ社）Ｅ支店における資格取得日に係る記録を 28 年

９月 11 日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月５日とし、申立期間①及び

②の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年７月１日から同年９月 11日まで 

           ： ② 昭和 28年９月 11日から同年 10月５日まで 

    私は、昭和 28 年３月１日にＡ社の本店に就職し、同年７月１日付けで同

社Ｂ支店へ転勤し、28年 10月４日まで勤務した。その間、28年９月 10日

付けでＡ社はＣ社と合併したが、私は継続して勤務していたので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間に

おいてＡ社Ｂ支店及びＣ社Ｅ支店に勤務し（昭和 28 年７月１日にＡ社本店か

ら同社Ｂ支店に異動、同年９月 10 日にＡ社とＣ社が合併、同年 10 月５日に

Ｃ社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、昭和 28 年６月及び同

年 10月の申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録から 7,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係るすべての申立期間の保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき



る関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



熊本厚生年金 事案 332 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日

に係る記録を平成５年６月 11 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 47 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 11日から同年７月 11日まで 

    私は、昭和 40 年３月にＣ社（現在は、Ａ社）に入社し、平成 15 年３月

まで継続して勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録

が確認できなかった。申立期間に勤務していたのは間違いないので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された「入社後履歴」、当時の事務担

当者の証言及び申立人から提出された辞令の写しから、申立人がＣ社に継続

して勤務し（平成５年６月 11 日にＣ社Ｄ事業所からＡ社Ｂ事業所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ事業所における申立人

の平成５年７月のオンライン記録から、47万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る申立期間において、事業主が厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



熊本厚生年金 事案 333（事案 37の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月 21日から 35年７月１日まで 

    昭和 33年２月 21日から 35年７月１日までの間、Ａ社に勤務していたが、

厚生年金保険被保険者期間が確認できないので、申立てを行ったが、記録

訂正はできないとの回答だった。 

    今回、申立期間に勤務していたことが確認できる委任行為受託契約書を

新たに提出するので、申立期間について、厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社が、平成 16 年３月 12 日の清算結

了により、当時の関係書類を廃棄していることから、申立人の勤務を確認で

きる人事記録等の関連資料を得ることができないこと、雇用保険の加入記録

が厚生年金保険の被保険者記録と一致すること、厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらず、同僚から証言を得るこ

とができないことなどの理由から、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年７

月９日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、昭和 33 年２月 28 日付けで申立人とＡ社取締役社長との

間で交わされている委任行為受託契約書を新たに提出しているが、当該契約

書は、申立人がＡ社の業務を契約員として受託する旨取り決められたもので

あり、申立期間の保険料控除について確認できず、その他に委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保

険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月 20日から同年８月 19日まで 

    外国で、Ａ事業所のＢ船からＣ船に転船したが、Ｂ船での船員保険の記

録が無い。船員手帳に「社命転船」等の記載があるので申立期間を船員保

険の被保険者として認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された船員手帳の記載内容から、期間は特定できないもの

の、申立人がＢ船に乗船していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ船の船舶所有者であるＡ事業所は既に解散しており、申立内容

を確認できる関連資料は無い。 

   また、Ｂ船の元船長は、「同船は操業船ではなく、物資や交代要員を運搬

する中継船であり、申立人が乗務員として乗船していた記憶は無い｡」と証言

しており、その他の複数の乗務員は、「申立人は乗務員ではなく、交代要員

として一時的に乗船していたのではないか。」と証言している。 

   さらに、Ｂ船に係る申立期間の船員保険被保険者名簿には申立人の氏名の

記載は無く、同名簿の整理番号に欠落は無い。 

   なお、申立人は、船員手帳の記載内容から年金記録の訂正を申し立ててい

るが、船員手帳は船員法に定める船員であったことを証するものであり、船

員手帳に記載された雇用期間は、必ずしも船員保険の加入期間と一致するも

のではない。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 335（事案 89の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年３月５日から同年 10月 29日まで 

             ② 昭和 46年４月 15日から 47年 12月 18日まで 

    申立期間①は、Ａ社Ｂ事業所の敷地内にある下請会社に、申立期間②は

Ｃ事業所に勤務していた。 

    両事業所の同僚の証言メモを新たに提出するので、申立期間について厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

    （注）当初の申立ての申立期間①に係る事業所は､Ａ社Ｂ事業所であり、

また、その申立期間は昭和 35年４月５日から同年 10月 29日までで

あった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当初の申立期間に係る申立てについては、Ａ社Ｂ事業所の入社記録で申立

人の氏名が確認できないこと、Ｃ事業所を経営するＤ社が申立期間当時の関

連資料を保管していないことから、申立人の勤務を確認できる人事記録等の

関連資料を得ることができない上、申立人の申立期間①及び②に係る雇用保

険の加入記録が確認できないことなどの理由から、既に当委員会の決定に基

づく平成 20 年 10 月８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

   今回、申立人は、申立期間①については、Ａ社Ｂ事業所の敷地内にあった

下請会社に勤務していたと主張を変更しているが、勤務していた事業所名を

記憶しておらず、申立人が名前を挙げた同僚に聴取しても同事業所名を確認

できないことから、申立事業所を特定することができない。 

   また、申立人は、申立期間①及び②に係る同僚の証言メモを新たに提出し

ているが、当該同僚に聴取しても、申立人が申立期間の厚生年金保険料を控

除されていた事実を確認することはできず、その他に委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保

険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 336 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年５月６日から同年７月 31日まで 

    私は、Ａ事業所に臨時職員として平成 16 年５月６日から同年７月 30 日

まで勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認で

きなかった。同事業所でのその後の再雇用期間は厚生年金保険に加入して

おり、申立期間も厚生年金保険被保険者期間として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ事業所が保管する申立人に係る出勤簿の写しか

ら、申立人が申立期間に同事業所に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、申立期間当時のＡ事業所の社会保険事務担当者は、申立人につい

て、夫の健康保険の被扶養者であるため、社会保険に加入させていなかった

と記憶している旨回答している。 

   また、Ａ事業所が保管する「支出調書」によると、平成 16 年５月分から同

年７月分までの期間の申立人の給与からは社会保険料が控除されておらず、

申立人が提出した「平成 16 年分給与所得の源泉徴収票」の社会保険料等の金

額が、「支出調書」に記載された社会保険料控除額の合計と一致しているこ

とが確認できる。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


